
 

 

ＪＭＲＡ 第１３回定時総会 

（第三号議案） 

 

定款改定について 

 

記 

（変更前） （変更後） 

第５章 役員、顧問及び参与 

（役員の設置） 

第２１条 本会は、次の役員を置く。 

（１）理事１０人以上２０人以内 

 

第５章 役員、顧問及び参与 

（役員の設置） 

第２１条 本会は、次の役員を置く。 

（１）理事１０人以上２５人以内 

 

第７章 資産及び会計 

（収支差額の処分） 

第４３条 本会の収支決算に差額が生じたと

きは、総会の決議を得て、その全部又は一部 

を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものと

する。 

第７章 資産及び会計 

（収支差額の処分） 

第４３条 本会の収支決算に差額が生じたと

きは、総会の決議を得て、その全部又は一部 

を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものと

する。 

２ 剰余金の分配は行わない。 

 

 

以上 

 

 

 




